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北九州市告示第１００号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。 
  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久  
 

１ 薬局（精神通院医療） 
指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日  

株式会社大賀薬局萩原

２号店 
北九州市八幡西区萩原一丁目８番

１５号 
令和８年４

月１日  
サンアイ調剤薬局上津

役店 
北九州市八幡西区上上津役二丁目

１３番１号 
令和８年４

月１日  
エンデバー調剤薬局 北九州市八幡西区光明一丁目８番

５号 
令和８年４

月１日  
コスモス調剤薬局千代

ケ崎店 
北九州市八幡西区千代ケ崎三丁目

６番２０号 
令和８年４

月１日  
 
２ 訪問看護（精神通院医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日  

訪問看護ステーション

Ａｌｍａ（アルマ） 
北九州市戸畑区中原西二丁目２番

１号岡橋Ⅲ３号室  
令和８年４

月１日  
訪問看護ステーション

むぎ 
北九州市小倉北区足立二丁目３番

３７号 
令和８年４

月１日  
ソフィアメディ訪問看

護ステーション八幡西 
北九州市八幡西区本城一丁目１２

番２７号本城１丁目倉庫付事務所

О・Ⅱ１０１ 

令和８年４

月１日  
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北九州市告示第１０１号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとお

り告示する。 
  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久  
精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の名称の変更 

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地  変 更 年 月

日  
旧  荒 木 医 院  北九州市八幡西区上香月一丁目４

番８号  
令 和 ８ 年

４ 月 １ 日  新  医 療 法 人 す み だ

会 荒 木 医 院  
旧  医 療 法 人 住 田 病

院  
北九州市若松区蜑住１４３５番地  令 和 ８ 年

４ 月 １ 日  
新  医 療 法 人 す み だ

会 こ こ ろ の 杜 ホ

ス ピ タ ル  
旧  住 田 病 院 老 人 訪

問 看 護 ス テ ー シ

ョ ン  

北九州市若松区蜑住１４３５番地  令 和 ８ 年

４ 月 １ 日  

新  医 療 法 人 す み だ

会 訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン  
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北九州市告示第１０２号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の２の規定によ

り、下記の特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったので、同法第５８条

の１１第１号の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

認定こども園Ｎ

ＩＮＡＲＵふじ

まつ保育園 

預かり保

育事業 

北九州市門司

区藤松二丁目

６番２４号 

社会福祉法人 

北九州市門司

民生事業協会 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園リ

アンしらがね保

育園 

預かり保

育事業 

北九州市小倉

北区白銀二丁

目２番２５号 

社会福祉法人 

真祐会 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園貴

船保育園 

預かり保

育事業 

北九州市小倉

北区貴船町９

番５号 

社会福祉法人 

鷹羽会 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園光

法保育園 

預かり保

育事業 

北九州市小倉

南区北方二丁

目２０番１７

号 

社会福祉法人 

光法会 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園高

須保育園 

預かり保

育事業 

北九州市若松

区高須南五丁

目２番３０号 

社会福祉法人 

泰幸会 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園小

百合保育園 

預かり保

育事業 

北九州市八幡

東区天神町３

番２号 

社会福祉法人 

カトリック社

会事業協会 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園大

蔵保育園 

預かり保

育事業 

北九州市八幡

東区祝町一丁

目１３番３号 

社会福祉法人 

高槻会 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園永

犬丸保育所 

預かり保

育事業 

北九州市八幡

西区八枝三丁

目８番１号 

社会福祉法人 

北九州市福祉

事業団 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園杉

の子保育園 

預かり保

育事業 

北九州市八幡

西区野面１２

８３ 

社会福祉法人 

恵愛会 

令和８年４

月１日 

認定こども園沢

見あやめのもり

保育所 

預かり保

育事業 

北九州市戸畑

区仙水町１番

２号 

社会福祉法人 

北九州市福祉

事業団 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園さ

んろくこどもえ

ん 

預かり保

育事業 

北九州市戸畑

区三六町１０

番６号 

社会福祉法人 

いわき福祉会 

令和８年４

月１日 
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北九州市告示第１０３号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項の規定に

より、下記の特定教育・保育施設の確認を行ったので、同法第４１条第１号の

規定により、次のとおり告示する。 

令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

日の丸幼稚園 幼稚園 北九州市門司区

大里戸ノ上二丁

目３番３７号 

学校法人西田

学園 

令和８年４

月１日 

 

霧ヶ丘幼稚園 幼稚園 北九州市小倉北

区霧ケ丘一丁目

１番１３号 

学校法人真観

学園 

令和８年４

月１日 

 

志井幼稚園 幼稚園 北九州市小倉南

区志井六丁目１

９番１号 

学校法人村端

学園 

令和８年４

月１日 

 

志徳幼稚園 幼稚園 北九州市小倉南

区徳力四丁目２

６番１０号 

学校法人村端

学園 

令和８年４

月１日 

 

日吉幼稚園 幼稚園 北九州市若松区

東二島二丁目１

６番６号 

学校法人伊髙

学園 

令和８年４

月１日 

 

九州女子大学

附属自由ケ丘

幼稚園 

幼稚園 北九州市八幡西

区自由ケ丘２番

１号 

学校法人福原

学園 

令和８年４

月１日 

 

緑ヶ丘第二幼

稚園 

幼稚園 北九州市八幡西

区相生町１１番

５号 

学校法人緑ヶ

丘学園 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園 

愛光幼稚園 

認定こ

ども園 

北九州市門司区

老松町１２番３

号 

学校法人愛光

学園 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園 

西門司幼稚園 

認定こ

ども園 

北九州市門司区

社ノ木一丁目１

４番８号 

学校法人井上

学園 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園 

あかつき幼稚

園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉北

区黄金二丁目４

番５号 

学校法人淨暁

学園 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園 

上津役幼稚園 

認定こ

ども園 

北九州市八幡西

区上上津役四丁

目１８番７号 

学校法人真観

学園 

令和８年４

月１日 
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認定こども園 

ＮＩＮＡＲＵ

ふじまつ保育

園 

認定こ

ども園 

北九州市門司区

藤松二丁目６番

２４号 

社会福祉法人 

北九州市門司

民生事業協会 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園 

貴船保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉北

区貴船町９番５

号 

社会福祉法人 

鷹羽会 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園 

リアンしらが

ね保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉北

区白銀二丁目２

番２５号 

社会福祉法人 

真祐会 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園 

光法保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉南

区北方二丁目２

０番１７号 

社会福祉法人 

光法会 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園 

高須保育園 

認定こ

ども園 

北九州市若松区

高須南五丁目２

番３０号 

社会福祉法人 

泰幸会 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園 

大蔵保育園 

認定こ

ども園 

北九州市八幡東

区祝町一丁目１

３番３号 

社会福祉法人 

高槻会 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園 

小百合保育園 

認定こ

ども園 

北九州市八幡東

区天神町３番２

号 

社会福祉法人 

カトリック社

会事業協会 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園 

永犬丸保育所 

認定こ

ども園 

北九州市八幡西

区八枝三丁目８

番１号 

社会福祉法人 

北九州市福祉

事業団 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園 

杉の子保育園 

認定こ

ども園 

北九州市八幡西

区大字野面１２

８３ 

社会福祉法人 

恵愛会 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園 

沢見あやめの

森保育所 

認定こ

ども園 

北九州市戸畑区

仙水町１番２号 

社会福祉法人 

北九州市福祉

事業団 

令和８年４

月１日 

 

認定こども園 

さんろくこど

もえん 

認定こ

ども園 

北九州市戸畑区

三六町１０番６

号 

社会福祉法人 

いわき福祉会 

令和８年４

月１日 
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北九州市告示第１０４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立第２夜間・休日急患センターにおける使用料及び手数料の収納（

徴収及び支出）について、指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託した

ので、同条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久  

指定公金事務取扱者 指 定 公 金 事

務 取 扱 者 と

し て 指 定 し

た日 

指 定 公 金 事

務 取 扱 者 に

公 金 事 務 を

委託した日 

委託期間 
名称 住所 

株 式 会 社 メ

デ ィ カ ル ・

コ ン シ ェ ル

ジ ュ 北 九 州

支社 

北 九 州 市 小

倉 北 区 浅 野

二 丁 目 １ ４

番２号 

令 和 ８ 年 ３

月１６日 

令 和 ８ 年 ４

月１日 

令 和 ８ 年 ４

月 １ 日 か ら

令 和 ９ 年 ３

月 ３ １ 日 ま

で 
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北九州市告示第１０５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市営九州鉄道記念館西駐車場に係る使用料の収納について、指定公金

事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指 定 公 金 事

務 取 扱 者 に

公 金 事 務 を

委託した日 

委託期間 
名   称 住   所 

株式会社大日

警 

北九州市門司

区西海岸一丁

目２番１号 

令和８年３

月２３日 

令 和 ８ 年 ３

月２７日 

令 和 ８ 年 ４

月 １ 日 か ら

令 和 ９ 年 ３

月 ３ １ 日 ま

で 
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北九州市告示第１０６号 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第１２条の

３第６項及び第７項並びに第１３条第１項、第２項及び第７項の規定により、

北九州市児童相談所に配置する心理に関する専門的な知識及び技術を必要とす

る指導をつかさどる所員（以下「児童心理司」という。）、児童福祉司及び指

導教育担当児童福祉司の数を次のように定め、令和８年４月１日から施行する

。 

北九州市児童相談所に配置する児童心理司及び児童福祉司の数（令和７年北

九州市告示第１０８号）は、廃止する。 

 令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 法第１２条の３第７項の児童心理司の数は、４２人以上とする。 

２ 法第１３条第２項の児童福祉司の数は、８５人以上とする。 

３ 法第１３条第７項の指導教育担当児童福祉司の数は、１４人以上とする。 

12



北九州市告示第１０７号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規定により、令

和８年度の固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録したので、同条第２項

の規定により告示する。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   
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北九州市告示第１０８号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立香月・黒川ほたる館における使用料の徴収について指定公金事務

取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとお

り告示する。  
令和８年４月１日  

         北九州市長 武 内 和 久   
指定公金事務取扱者  指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日  

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日  

委託期間  
名   称  住   所  

香 月 ・ 黒 川 ほ

た る 館 運 営 協

議会  

北 九 州 市 八

幡 西 区 香 月

西 四 丁 目 ６

番１号  

令和８年３

月１６日  
令和８年３

月１６日  
令和８年４月

１日から令和

９年３月３１

日まで  
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北九州市告示第１１０号 

 北九州市が管理する港湾施設の概要（昭和５８年北九州市告示第７８－１０

号）の一部を次のように改正する。 

 令和８年４月１日 

                   北九州市長 武 内 和 久 

 １ 水域施設の泊地の表の洞海の響灘泊地の項中「２，１３６，１４８」を

「２，１７３，２２４」に改める。 

 ３ 係留施設の岸壁の表の洞海の項中 
 

安 瀬 ８

－ １ ～

５ 号 岸

壁  

若 松 区

響 町 一

丁 目  

   ４ ５ ０ ． ０ ０

（ 取 付 ） ８ ０ ． ０ ０

１ ５ . ０ - ５ ． ５ ２ ． ０  

 

安 瀬 ８

－ １ ～

５ 号 岸

壁  

若 松 区

響 町 一

丁 目  

   ４ ５ ０ ． ０ ０

（ 取 付 ） ８ ０ ． ０ ０

１ ５ . ０ - ５ ． ５ ２ ． ０  

響 灘 東

１ 号 岸

壁  

若 松 区

響 町 二

丁 目  

   １ ７ ３ ． ３ ５ ２ ０ ． ０ - ７ ． ０ ２ ． ０  

改める。 

 ９ 船舶役務用施設の船舶給水施設の表の洞海の項中 
 

響灘岸壁給水施設 若松区響町一丁目 ５ ７ ８ ． ７ ３ １ １  
 

響灘岸壁給水施設 若松区響町一丁目 ５ ７ ８ ． ７ ３ １ １  

響灘東１号岸壁給

水施設 

若松区響町二丁目 ２ １ ７ ． ０ ９  １  

改める。 

を

」

「

「  

 
「

を

に  

」

に

「

」

」
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北九州市告示第１１１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、スポーツ施設及び運動施設の使用料の徴収について指定公金事務取扱者を指

定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する

。  
令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

施設の名称 

指定公金事務取扱者 指 定 公 金

事 務 取 扱

者 と し て

指 定 し た

日  

指 定 公 金

事 務 取 扱

者 に 公 金

事 務 を 委

託 し た 日  

委託期間 
名称 住所 

北九州市立

老松球場 

朝日建物管

理株式会社

九州支店 

北九州市小

倉北区室町

一丁目１番

１号 

令和８年

３月４日 

 

 

 

令和８年

４月１日 

令和８年

４月１日

から令和

９年３月

３１日ま

で 

北九州市立

文化記念公

園運動場 

総合緑地建

設株式会社 

 

北九州市小

倉南区大字

合馬３０１

番地 

北九州市立

岡田球場 

株式会社ス

ピナ 

 

北九州市八

幡東区平野

二丁目１１

番１号 

北九州市立

大池球場 

 

 

株式会社ス

ピナ 

 

北九州市八

幡東区平野

二丁目１１

番１号 

北九州市立

萩ケ丘球場 

コナミスポ

ーツ株式会

社 

東京都品川

区東品川四

丁目１０番

１号 
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北九州市告示第１１２号 

 北九州市立自然史・歴史博物館入館料の納付について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定による指定納付受託者を

指定したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

指 定 納 付 受 託 者 
指定をした日 指 定 期 間 

名   称 住   所 

インタセクト・

コミュニケーシ

ョンズ株式会社 

東京都千代田区

神田小川町三丁

目１番地 

令和８年２月１

３日 

令和８年４月１

日から令和９年

３月３１日まで 
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北九州市告示第１１３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立自然史・歴史博物館における駐車場使用料の収納について指定公

金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務

取扱者として

指定した日 

指定公金事務

取扱者に公金

事務を委託し

た日 

委託期間 
名称 住所 

北 九 メ ン テ

協同組合 

北 九 州 市 小

倉 北 区 下 到

津 二 丁 目 ７

番６号 

令 和 ８ 年 ３

月２４日 

令 和 ８ 年 ３

月２４日 

令 和 ８ 年 ４

月 １ 日 か ら

令 和 ９ 年 ３

月 ３ １ 日 ま

で 
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北九州市告示第１１４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立自然史・歴史博物館における物品売払代金の収納について指定公

金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務

取扱者として

指定した日 

指定公金事務

取扱者に公金

事務を委託し

た日 

委託期間 
名称 住所 

株 式 会 社 西

日 本 ミ ュ ー

ジ ア ム サ ー

ビス 

北 九 州 市 八

幡 東 区 東 田

二 丁 目 ４ 番

１号 

令 和 ８ 年 ３

月２日 

令 和 ８ 年 ３

月２日 

令 和 ８ 年 ４

月 １ 日 か ら

令 和 ９ 年 ３

月 ３ １ 日 ま

で 
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北九州市告示第１１５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市科学館における使用料の収納について指定公金事務取扱者を指定し

、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日 

 

委託期間 

 名称 住所 

株式会社ＪＴ

Ｂ 

東京都品川

区東品川二

丁目３番１

１号 

令和８年３

月２５日 

令和８年３

月２５日 

令和８年４月

１日から令和

９年３月３１

日まで 

株式会社日本

旅行 

東京都中央

区日本橋一

丁目１９番

１号 

東武トップツ

アーズ株式会

社 

東京都墨田

区押上一丁

目１番２号 

西鉄旅行株式

会社 

福岡市中央

区薬院三丁

目１６番２

６号 

広交観光株式

会社 

広島市西区

三篠町三丁

目１４番１

７号 

ＫＮＴ－ＣＴ

ホールディン

グス株式会社 

東京都新宿

区西新宿二

丁目６番１

号 

クラブツーリ

ズム株式会社 

東京都江東

区豊洲五丁

目６番５２

号 

名鉄観光サー

ビス株式会社 

名古屋市中

村区名駅南

二丁目１４ 
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 番１９号    

祐徳旅行株式

会社 

佐賀県鹿島

市大字高津

原４０９７

番地２ 
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北九州市告示第１１６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市科学館分館における使用料の徴収について指定公金事務取扱者を指

定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する

。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

 

委託期間 

 名称 住所 

安全警備株式会

社 

北九州市八幡西

区筒井町５番５

号 

令和８年

４月１日 

令和８年

４月１日 

令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で 
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北九州市告示第１１７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立文学館における陳列品の観覧料の収納について指定公金事務取扱

者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

指定公金事務取扱者 指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日 

委託期間 
名   称 住   所 

株 式 会 社 ハ ー

トピア 

北 九 州 市 小

倉 北 区 高 浜

二 丁 目 １ 番

５ ４ 号 高 浜

ビル２Ｆ 

令和８年３

月２４日 

令和８年３

月２６日 

令和８年４月

１日から令和

９年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１１８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立文学館における物品売払代金の収納について指定公金事務取扱者

を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示

する。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

指定公金事務取扱者 指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日 

委託期間 
名   称 住   所 

株 式 会 社 ハ ー

トピア 

北 九 州 市 小

倉 北 区 高 浜

二 丁 目 １ 番

５ ４ 号 高 浜

ビル２Ｆ 

令和８年３

月２４日 

令和８年３

月２６日 

令和８年４月

１日から令和

９年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１１９号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６８条第８項及び北九州

市指定金融機関等事務取扱規則（昭和３９年北九州市規則第５２号）第３条第

６項の規定により、次のとおり告示する。 

 この告示の日の前までに告示された北九州市収納代理金融機関の指定の告示

及び北九州市総括出納取扱店、出納取扱店及び収納取扱店の指定（令和７年北

九州市告示第１３０号）は、廃止する。 

  令和８年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久  

１ 総括出納取扱店 

  株式会社福岡銀行 北九州営業部 

２ 出納取扱店 

区   別    出納取扱店となる事務取扱店舗 

門司区 株式会社北九州銀行 本店営業部 

小倉北区 株式会社福岡銀行 北九州営業部 

小倉南区 株式会社西日本シティ銀行 北九州営業部 

若松区 株式会社西日本シティ銀行 北九州営業部 

八幡東区 株式会社みずほ銀行 北九州支店 

八幡西区 福岡ひびき信用金庫 黒崎支店 

戸畑区 株式会社北九州銀行 本店営業部 

３ 指定金融機関及び指定代理金融機関の収納取扱店 

   金融機関名称   収納取扱店となる事務取扱店舗 

株式会社みずほ銀行 国内で業務を営む全ての店舗（出納取扱店

を除く。） 株式会社福岡銀行 

株式会社西日本シティ銀行 

株式会社北九州銀行 国内で業務を営む全ての店舗（総括出納取

扱店及び出納取扱店を除く。） 

福岡ひびき信用金庫 国内で業務を営む全ての店舗（出納取扱店

を除く。） 

４ 収納代理金融機関及びその収納取扱店 

   金融機関名称   収納取扱店となる事務取扱店舗 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 国内で業務を営む全ての店舗 

株式会社三井住友銀行 

株式会社広島銀行 

25



株式会社伊予銀行  

株式会社筑邦銀行 

株式会社佐賀銀行 

株式会社十八親和銀行 

株式会社肥後銀行 

株式会社大分銀行 

株式会社もみじ銀行 

株式会社西京銀行 

株式会社福岡中央銀行 

株式会社豊和銀行 

株式会社南日本銀行 

遠賀信用金庫 

横浜幸銀信用組合 市内で業務を営む全ての店舗 

朝銀西信用組合 

九州労働金庫 国内で業務を営む全ての店舗 

北九州農業協同組合 

株式会社ゆうちょ銀行 沖縄県を除く、九州内の株式会社ゆうちょ

銀行の本支店及び出張所並びに株式会社ゆ

うちょ銀行が銀行代理店契約を締結した日

本郵便株式会社の営業所（日本郵便株式会

社が業務を再委託した者の施設を含む。以

下同じ。）（株式会社ゆうちょ銀行の定める

払込書により収納する場合及び口座振替に

よる収納の事務については、国内の株式会

社ゆうちょ銀行の本支店及び出張所並びに

株式会社ゆうちょ銀行が銀行代理店契約を

締結した日本郵便株式会社の営業所） 

株式会社りそな銀行 国内で業務を営む全ての店舗 

（口座振替による収納の事務に限る） 楽天銀行株式会社 
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北九州市告示第１２０号 

 北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５３号）第１４条第

１項第２号及び第３号、第１４条の１０第１項第２号及び第３号、第１４条の

１５第１項第２号及び第３号並びに第１４条の２０第１項第２号、第３号及び

第４号に規定する国民健康保険料の令和８年度における料率を決定したので、

同条例第１４条第３項の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 基礎賦課額の保険料率 

 （１） 被保険者均等割          ２３，２００円 

 （２） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の世帯別平等割 

                      ２６，４００円 

 （３） 特定世帯の世帯別平等割      １３，２００円 

 （４） 特定継続世帯の世帯別平等割    １９，８００円 

２ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

 （１） 被保険者均等割           ９，７２０円 

 （２） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の世帯別平等割 

                      １１，０６０円 

 （３） 特定世帯の世帯別平等割       ５，５３０円 

 （４） 特定継続世帯の世帯別平等割     ８，２９０円 

３ 介護納付金賦課額の保険料率 

 （１） 被保険者均等割           ９，５５０円 

 （２） 世帯別平等割            ８，２２０円 

４ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率 

（１） 被保険者均等割             ８８０円 

（２） １８歳以上被保険者均等割         ５０円 

（３） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の世帯別平等割 

                       １，０００円 

 （４） 特定世帯の世帯別平等割         ５００円 

 （５） 特定継続世帯の世帯別平等割       ７５０円 
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北九州市告示第１２１号 

北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５３号。以下「条例

」という。）第２０条及び第２０条の３並びに北九州市国民健康保険条例施行

規則（昭和４３年北九州市規則第４１号。以下「規則」という。）第８条に規

定する国民健康保険料の令和８年度における減額する額は、次のとおりである

。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 規則第８条第１項第１号アの当該年度分の被保険者均等割の保険料率に１

０分の７を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分           １６，２４０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課分      ６，８１０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ６，６９０円 

 （４） 子ども・子育て支援納付金賦課分     ６２０円 

２ 規則第８条第１項第１号アの当該年度分の１８歳以上被保険者均等割の保

険料率に１０分の７を乗じて得た額 

 （１） 子ども・子育て支援納付金賦課分      ４０円 

３ 規則第８条第１項第１号イの当該年度分の世帯別平等割の保険料率に１０

分の７を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １８，４８０円 

  イ 特定世帯               ９，２４０円 

  ウ 特定継続世帯            １３，８６０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ７，７５０円 

  イ 特定世帯               ３，８８０円 

  ウ 特定継続世帯             ５，８１０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ５，７６０円 

（４） 子ども・子育て支援納付金賦課分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯    ７００円 

  イ 特定世帯                 ３５０円 

  ウ 特定継続世帯               ５３０円 

４ 規則第８条第１項第２号アの当該年度分の被保険者均等割の保険料率に１

０分の５を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分           １１，６００円 
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 （２） 後期高齢者支援金等賦課分      ４，８６０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ４，７８０円 

 （４） 子ども・子育て支援納付金賦課分     ４４０円 

５ 規則第８条第１項第２号アの当該年度分の１８歳以上被保険者均等割の保

険料率に１０分の５を乗じて得た額 

 （１） 子ども・子育て支援納付金賦課分      ３０円 

６ 規則第８条第１項第２号イの当該年度分の世帯別平等割の保険料率に１０

分の５を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １３，２００円 

  イ 特定世帯               ６，６００円 

  ウ 特定継続世帯             ９，９００円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ５，５３０円 

  イ 特定世帯               ２，７７０円 

  ウ 特定継続世帯             ４，１５０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ４，１１０円 

（４） 子ども・子育て支援納付金賦課分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯    ５００円 

  イ 特定世帯                 ２５０円 

  ウ 特定継続世帯               ３８０円 

７ 規則第８条第２項第１号の当該年度分の被保険者均等割の保険料率に１０

分の２を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分            ４，６４０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課分      １，９５０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         １，９１０円 

 （４） 子ども・子育て支援納付金賦課分     １８０円 

８ 規則第８条第２項第１号の当該年度分の１８歳以上被保険者均等割の保険

料率に１０分の２を乗じて得た額 

 （１） 子ども・子育て支援納付金賦課分      １０円 

９ 規則第８条第２項第２号の当該年度分の世帯別平等割の保険料率に１０分

の２を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ５，２８０円 

  イ 特定世帯               ２，６４０円 
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  ウ 特定継続世帯             ３，９６０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ２，２２０円 

  イ 特定世帯               １，１１０円 

  ウ 特定継続世帯             １，６６０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         １，６５０円 

（４） 子ども・子育て支援納付金賦課分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯    ２００円 

  イ 特定世帯                 １００円 

  ウ 特定継続世帯               １５０円 

１０ 条例第２０条の３の当該年度分の被保険者均等割の保険料額（条例第２

０条の規定により当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に１０分の５を乗じて得た額 

（１） 未就学児の被保険者均等割額 

ア 基礎賦課額分            １１，６００円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       ４，８６０円 

ウ 子ども・子育て支援納付金賦課分      ４４０円 

（２） 規則第８条第１項第１号アの規定により当該年度分の被保険者均等

割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額を減額した後の未就学児の被保

険者均等割額 

ア 基礎賦課額分             ３，４８０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       １，４６０円 

ウ 子ども・子育て支援納付金賦課分      １３０円 

（３） 規則第８条第１項第２号アの規定により当該年度分の被保険者均等

割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額を減額した後の未就学児の被保

険者均等割額 

ア 基礎賦課額分             ５，８００円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       ２，４３０円 

ウ 子ども・子育て支援納付金賦課分      ２２０円 

（４） 規則第８条第２項第１号の規定により当該年度分の被保険者均等割

の保険料率に１０分の２を乗じて得た額を減額した後の未就学児の被保険

者均等割額 

ア 基礎賦課額分             ９，２８０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       ３，８９０円 

ウ 子ども・子育て支援納付金賦課分      ３５０円 
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北九州市告示第１２２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２６０条の

２第１項の規定により、地縁による団体を次のとおり認可した。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 認可地縁団体の名称 

  小敷総有財産管理組合 

２  規約に定める目的 

  北九州市若松区大字小敷、小敷ひびきの一丁目から小敷ひびきの三丁目ま

で及び小敷ひびきの北に所在する地域総有財産の管理・運用等を通じて、小

敷地区に伝わる史跡等の保全、農業基盤施設の維持及び地域コミュニティの

活性化などの取組を行い、地域社会の健全かつ持続的な発展を図ることを目

的とする。 

３ 区域 

  北九州市若松区大字小敷１８７番４、１９１番１、１９１番５、１９２番

１、２１７番１、２１９番２、２２０番１、２２０番２、２２１番、２２２

番１、２２２番３、２２２番４、２２３番１、２５４番１、２５５番１、２

５６番１、２５７番１、２５８番１、２５８番３、２６０番１、２６５番２

、２６５番４、２６８番１、２６８番２、２６９番１、２６９番２、２７１

番２、２７２番１、２７２番２、２７３番２、２７４番２、２７５番、２７

６番、２７７番２、２７９番１、２７９番２、２８０番、２８１番１、２８

１番２、２８２番１、２８２番２、２８３番、２８４番、２８５番１、２８

５番２、２８６番、２８７番１、２８７番２、２８８番、２８９番、２９０

番１から２９０番３まで、２９１番１から２９１番５まで、２９２番１、２

９２番２、２９３番から２９７番まで、２９８番１から２９８番３まで、２

９９番、３００番１から３００番３まで、３０１番から３１６番まで、３１

７番１、３１７番２、３１８番１、３１８番２、３１９番２、３２２番、３

２３番１から３２３番４まで、３２４番１、３２５番１、３２６番１、３２

７番１、３２８番４、４５７番１から４５７番３まで、４５８番１、４５８

番２、４６３番３、６４１番、６４３番、６４４番、６４５番１、６４５番

２、６４６番１、６４６番２、６４７番、６５３番１から６５３番６まで、

６５５番、６５６番１、６５６番２、６５７番から６６２番まで、７４５番

１、７４６番、７４７番、７５０番、７５１番、７５３番、７５４番、７５

７番１、７５７番２、７５８番１から７５８番３まで、７５９番１から７５

９番３まで、７６０番から７６２番まで、７６３番１、７６４番１、７６６
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番３、７６７番１、７６８番１、７６８番４、７６８番５、７６９番、７７

０番１、７７０番２、７７１番から７７６番まで、７７８番１、７７８番２

、７７９番から７８１番まで、７８４番から７８９番まで、７９０番１、７

９１番２から７９１番４まで、７９２番、７９３番１から７９３番３まで、

７９４番、７９５番、７９６番１から７９６番４まで、７９７番から８０５

番まで、８０７番、８０９番、８１０番、８１２番６、８１３番、８１４番

、８１５番１、８１６番１、８１７番１、８１８番から８２６番まで、８２

７番１、８２７番２、８２８番、８２９番、８３０番１、８３１番１、８３

２番２、８３３番２、小敷ひびきの二丁目２番１０１、２番１０２、小敷ひ

びきの三丁目２番１０１、２番１０５から２番１１２まで、３番１０６から

３番１１１まで、３番１１５から３番１１７まで、７番１０３、７番１０４

、１００番２、１００番４、１００番５並びに１００番８及び１００番９ 

４ 主たる事務所 

  北九州市若松区大字小敷２２２番地４ 

５ 代表者の氏名 

  中野常生 

６ 代表者の住所 

  北九州市若松区大字小敷２９６番地 

７ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無 

  代表者の職務執行の停止の有無 なし 

  職務代行者の選任の有無 なし 

８ 代理人の有無 なし 

９ 規約に定める解散事由 

法第２６０条の２０の規定による。 

１０ 認可年月日 

令和８年４月１日 
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北九州市告示第１２３号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５４条の３において準

用する法第５３条の規定により、下記の特定乳児等通園支援事業者の確認を行

ったので、次のとおり告示する。 

令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

事業所の名称 所在地 事業者の名称 確認年月日 

NINARU ふじま

つ保育園 

北九州市門司区

藤松二丁目６番

２４号 

社会福祉法人北九

州市門司民生事業

協会 

令和８年４月

１日 

 

日の丸幼稚園 北九州市門司区

大里戸ノ上二丁

目３番３７号 

学校法人西田学園 令和８年４月

１日 

 

新栄はやとも

保育園 

北九州市門司区

清見三丁目１番

２４号 

社会福祉法人小倉

新栄会 

令和８年４月

１日 

 

れんげ心の花

保育園 

北九州市小倉北

区三萩野二丁目

８番１８号 

社会福祉法人栄法

会 

令和８年４月

１日 

 

霧ケ丘幼稚園 北九州市小倉北

区霧ヶ丘一丁目

１番１３号 

学校法人真観学園 令和８年４月

１日 

 

新栄たてまち

保育園 

北九州市小倉北

区竪町二丁目２

番１６号 

社会福祉法人小倉

新栄会 

令和８年４月

１日 

 

認定こども園

徳力団地幼稚

園 

北九州市小倉南

区徳力団地１番

２号 

学校法人黒木学園 令和８年４月

１日 

 

認定こども園

徳力団地幼稚

園子育て支援

施設ヒトノワ 

北九州市小倉南

区徳力団地３２

号棟５号室 

学校法人黒木学園 令和８年４月

１日 

 

認定こども園

あけぼの愛育

保育園 

北九州市小倉南

区沼緑町二丁目

１番４０号 

社会福祉法人愛育

会 

令和８年４月

１日 

 

認定こども園

三ツ葉保育園 

北九州市小倉南

区中吉田一丁目

１８番７号 

社会福祉法人周防

会 

令和８年４月

１日 

 

若園保育所 北九州市小倉南

区若園二丁目４

番１５号 

社会福祉法人北九

州市福祉事業団 

令和８年４月

１日 
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認定こども園

行学幼稚園 

北九州市若松区

乙丸７７０番地

１ 

学校法人行学学園 令和８年４月

１日 

 

認定こども園

ひびきの保育

園 

北九州市若松区

塩屋三丁目２１

番１号 

社会福祉法人宝寿

会 

令和８年４月

１日 

 

深町どんぐり

のもり保育所 

北九州市若松区

深町一丁目１３

番１９号 

社会福祉法人北九

州市福祉事業団 

令和８年４月

１日 

 

二島保育所 北九州市若松区

二島三丁目３番

５９号 

社会福祉法人北九

州市福祉事業団 

令和８年４月

１日 

 

認定こども園

リアンはなお

保育園 

北九州市八幡東

区祇園一丁目５

番１号 

社会福祉法人真祐

会 

令和８年４月

１日 

 

認定こども園

つばさ保育園 

北九州市八幡東

区山王二丁目１

８番５号 

社会福祉法人育栄

会 

令和８年４月

１日 

 

認定こども園

別所保育園 

北九州市八幡西

区別所町３番５

３号 

社会福祉法人天心

報恩会 

令和８年４月

１日 

 

新栄ひまわり

保育園 

北九州市八幡西

区町上津役東一

丁目７番２１号 

社会福祉法人小倉

新栄会 

令和８年４月

１日 

 

認定こども園

則松保育園 

北九州市八幡西

区則松六丁目７

番２１号 

社会福祉法人真照

会 

令和８年４月

１日 

 

引野乳児保育

園 

北九州市八幡西

区別所町１３番

２２号 

社会福祉法人天心

報恩会 

令和８年４月

１日 

 

緑ヶ丘第二幼

稚園 

北九州市八幡西

区相生町１１番

５号 

学校法人緑ヶ丘学

園 

令和８年４月

１日 

 

認定こども園

リアンたかの

す保育園 

北九州市八幡西

区鷹の巣一丁目

３番２１号 

社会福祉法人真祐

会 

令和８年４月

１日 

 

認定こども園

ナオミ愛児園 

北九州市戸畑区

中本町１２番３

４号 

社会福祉法人北九

州ナオミ福祉会 

令和８年４月

１日 
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北九州市告示第１２４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市科学館における使用料の徴収について指定公金事務取扱者を指定し

、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

 

委託期間 

 名称 住所 

西部ビル管理株

式会社 

北九州市戸畑区

幸町１番１９号 

令和８年

４月１日 

令和８年

４月１日 

令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で 
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北九州市告示第１２５号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立松本清張記念館における陳列品の観覧料の収納について指定公金

事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次の

とおり告示する。  
令和８年４月１日  

         北九州市長 武 内 和 久   
指定公金事務取扱者  指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日  

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日  

委託期間  
名   称  住   所  

株 式 会 社 ハ ー

トピア 

北 九 州 市 小

倉 北 区 長 浜

二 丁 目 １ 番

５ ４ 号 高 浜

ビル２階 

令和８年３

月２４日  
令和８年３

月２６日  
令和８年４月

１日から令和

９年３月３１

日まで  
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北九州市告示第１２６号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立松本清張記念館における物品売払代金の収納について指定公金事

務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のと

おり告示する。  
令和８年４月１日  

         北九州市長 武 内 和 久   
指定公金事務取扱者  指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日  

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日  

委託期間  
名   称  住   所  

株 式 会 社 ハ ー

トピア  
北 九 州 市 小

倉 北 区 長 浜

二 丁 目 １ 番

５ ４ 号 高 浜

ビル２階  

令和８年３

月２４日  
令和８年３

月２６日  
令和８年４月

１日から令和

９年３月３１

日まで  
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北九州市告示第１２７号 

 あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則（昭和４５年北九州

市規則第３６号）第３条第２項の規定により、雑草等の除去委託料の単価を、

次のように定める。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

令和８年４月１日から同年８月３１日までの間は１回につき１平方メートル

当たり１３５円（消費税の額に相当する額及び地方消費税の額に相当する額を

含む。）とし、同年９月１日からは１回につき１平方メートル当たり１４０円

（消費税の額に相当する額及び地方消費税の額に相当する額を含む。）とする

。 
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北九州市告示第１２８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定によ

り、北九州市平和のまちミュージアムにおける陳列品の観覧料の徴収につい

て指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規

定により次のとおり告示する。 

  令和８年４月１日 

  北九州市長 武 内 和 久   

施設の名

称 

指定公金事務取扱者 
指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

委託期間 

名 称 住 所 

北九州市

平和のま

ちミュー

ジアム 

株式会社ハ

ートピア 

代表取締役 

佐久間庸和 

北九州市小

倉北区高浜

二丁目１－

５４－２Ｆ 

令和８年

３月２４

日 

令和８年

３月２６

日 

令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で 
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北九州市告示第１２９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定によ

り、北九州市平和のまちミュージアムにおける物品売払代金の徴収について

指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定

により次のとおり告示する。 

  令和８年４月１日 

  北九州市長 武 内 和 久   

施設の名

称 

指定公金事務取扱者 
指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

委託期間 

名 称 住 所 

北九州市

平和のま

ちミュー

ジアム 

株式会社ハ

ートピア 

代表取締役 

佐久間庸和 

北九州市小

倉北区高浜

二丁目１－

５４－２Ｆ 

令和８年

３月２４

日 

令和８年

３月２６

日 

令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で 
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北九州市告示第１３０号 

 地方自治法施行令 ( 昭和２２年政令第１６号 ) 第１７４条の４９の２５第２

項の規定により、北九州市が包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資

格を証する書面の写しは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く令和８年４月１日から同年４月

３０日までの間の午前８時３０分から午後５時１５分まで、北九州市行政委員

会事務局監査第一課において閲覧に供する。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   
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北九州市告示第１３１号 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市史及び新修・北九州市史の売払代金の収納について、指定公金事務

取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとお

り告示する。 
  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久  
指定公金事務取扱者 指定公金事務

取扱者として

指定した日 

指定公金事務

取扱者に公金

事務を委託し

た日 

 
委託期間  

名称 
 
住所 

株式会社

ブックセ

ンターク

エスト 

北九州市

小倉北区

馬借一丁

目４番７

号 

令和８年３月

１９日 
令和８年３月

１９日 
令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で 
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北九州市告示第１３２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市響灘西地区廃棄物処分場におけるごみ処理手数料の徴収について、

指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定に

より次のとおり告示する。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

施設の名

称 

指定公金事務取扱者 

指 定 公 金

事 務 取 扱

者 と し て

指 定 し た

日 

指 定 公 金

事 務 取 扱

者 に 公 金

事 務 を 委

託した日  

委託期間 

名 称 住 所 

北九州市

響灘西地

区廃棄物

処分場 

ひびき灘開

発株式会社 

北九州市若

松区久岐の

浜１番９号 

令 和 ８ 年

３ 月 ２ ５

日 

令 和 ８ 年

３ 月 ２ ５

日 

令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で 
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北九州市公告第２３０号 

 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年

北九州市規則第５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に

行う受付を令和８年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において

準用する場合を含む。）の規定により、北九州市が発注する建設工事の請負契

約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する

者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の

審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和８年４月１日 

                           北九州市長 武 内 和 久 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 

 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 
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  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 

（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 
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（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和８年１２月２９日から同月３１日までの日を除く。）の毎日午前９時から

午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類エ、オ、キ、ケ

からセまで及びチは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウ、エ、クからシまで及びツは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

ウ 使用印鑑届 

エ 委任状 

オ 建設業許可申請書の別表 

カ 印鑑証明書 

  キ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  ク 工事用機械器具調書 

  ケ 主観点による加点の辞退届 

  コ 北九州市内事業所等調書 

サ 保有作業船調書 

シ 舗装工事関係機械調書 

ス 社会的責任・社会貢献関係資料 

セ 北九州市税に係る納税証明書 

   ソ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  
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タ 労働保険料納入証明書 

チ 社会保険等関係届出書 

ツ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和７年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和９年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年１２月に令

和９年度及び令和１０年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるの

で、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

    北九州市小倉北区城内１番１号(北九州市役所１５階) 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第２３１号 

 北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「規則」という。）

第４条第２項に定める随時に行う受付を令和８年度において行うため、同条第

３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定により、北九州市

が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又

は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に

参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札

参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和８年４月１日 

                        北九州市長 武 内 和 久 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 
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   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和８年４月１日から同年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからエまで、

カ、コ及びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからカまで、クからコまで及びスは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 使用印鑑届 
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カ 委任状 

キ 印鑑証明書 

ク 業務経歴書 

ケ 技術者経歴書 

コ 北九州市内事業所等調書 

サ 北九州市税に係る納税証明書 

シ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

ス 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  北九州市小倉北区城内１番１号（北九州市役所１５階） 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 

50



北九州市公告第２３２号 

 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（

平成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定め

る随時に行う受付を令和８年度において行うため、同条第３項（規則第９条に

おいて準用する場合を含む。）の規定により、北九州市が発注する物品の売買

、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設コンサル

タント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。）の一般競争入

札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格

（以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札参加資格の審査の申請方

法等を次のとおり公告する。 

  令和８年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久    

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用
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人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和８年４月１日から同年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及

びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市
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入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和 

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  北九州市小倉北区城内１番１号（北九州市役所１５階） 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 
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  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第２３３号 
 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定に

より、次のとおり公告する。 
  令和８年４月１日 
                    北九州市長 武 内 和 久   
１ 売り払う物件 
 （１） 所在地 北九州市小倉北区西港町１００番６ 
 （２） 公募地目 雑種地 
 （３） 面積 １ , ００３．１５㎡ 
 （４） 最低売却価格 ４７，６４９，６２５円 
２ 契約条項を示す場所及び期間 
 （１） 場所 
   北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 
   北九州市港湾空港局港営課 
 （２） 期間 
   この公告の日から令和８年４月１４日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前９時から午後５時まで 
３ 入札の要領及び参加申請書の交付方法及び期間 
 （１） 交付方法 
   北九州港のホームページ（ https://kitaqport.jp ）からダウンロードする 

方法又は北九州市港湾空港局港営課にて交付する。 
 （２） 交付期間 

  この公告の日から令和８年４月１４日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前９時から午後５時まで 
４ 入札の参加申請を受け付ける場所及び期間 

（１） 場所 
   北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 
   北九州市港湾空港局港営課 
 （２） 期間 
   この公告の日から令和８年４月１４日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）  
５ 入札及び開札の日時及び場所 
 （１） 入札日時 
   令和８年５月１３日（水） 午前１０時 
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 （２） 開札日時 
   入札締切り後直ちに行う。 
 （３） 入札及び開札の場所 

北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 
   北九州市港湾空港局庁舎二階 第一会議室 
６ 入札に参加することができる者の資格 
  次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。 
 （１） 北九州市が行う市有地売払いに関し、次の事実があった後２年を経

過していない者 
ア 入札を取り消されたことがある者 
イ 落札者として資格を取り消されたことがある者 
ウ 先着順売払いの申込みを取り消されたことがある者 
エ 正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者 

（２） 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得 
ない者 

 （３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 
７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴 
力団」という。）のほか、次に掲げる者 
ア 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し 
 ようとする者 
イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又 
 は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 
ウ 法人でその役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質 

的に関与している者 
  エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 
   を加える目的をもって暴力団を利用している者 
  オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等 
   直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 
  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
  キ 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用している者 
  ク アからキまでに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 
７ 入札保証金 
 （１） ５万円とする。 
 （２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、市に帰属する。 
８ 入札の無効 
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  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札及び入札に関する条件に 
 違反した入札は無効とする。 
９ 入札の中止 
  特別の事情がある場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあ

る。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けて

も、北九州市は、補償の責めを負わない。 
１０ 先着順売払いについて 
  売払い物件について入札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないと

きは、先着順により申請を受け付け売り払う。 
 （１） 受付及び申請書を交付する場所 
   北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 
   北九州市港湾空港局港営課 
 （２） 受付期間 
   令和８年６月１０日から令和８年６月２３日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）の毎日午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く

。）  
 （３） 買受資格 
   入札に参加することができる者の資格と同じ。 
１１ 入札に係る問合せ先 
  北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 
  北九州市港湾空港局港営課 
  電話 ０９３－３２１－５９８８ 
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北九州市公告第２３４号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項の規定に基づく道

路を廃止したので、北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年北九州市規則第

７１号）第１６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和８年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 廃止年月日及び廃止番号 

  令和８年４月１日 第１４号 

２ 廃止した道路 

道路の位置 道路の幅員（ｍ） 道路の延長（ｍ） 

北九州市小倉北区明和町１１番４、

１１番４３、１１番４４、１１番４

５、１１番４８、１１番６６、１１

番７７及び１１番７８ 

４．００ １８．８０ 
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北九州市公告第２３５号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市

契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第

４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 調達内容 

（１） 特定役務の名称及び数量 北九州市立学校におけるＡＩ型学習アプ

リ提供業務 一式 

（２）  履行の内容等 入札仕様書に定めるとおり 

（３）  履行期間 令和８年７月１日から令和１２年３月３１日まで 

（４）  履行場所 本市の指定する場所 

（５）  入札方法 落札者の決定は、総合評価競争方式をもって行うので、

性能、機能、技術等に関する提案書類及び入札書（以下「総合評価のため

の書類」という。）を提出すること。詳しくは入札説明書による。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

（２）  北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３）  本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載 

 されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３ 

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和８年 

４月２２日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申請

を行わなければならない。 

４ 総合評価のための書類の提出場所等 

（１）  契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 
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       北九州市教育委員会事務局学校教育部事業調整課 

  イ 日時 この公告の日から令和８年４月２２日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５

時まで 

（２）  入札関係資料の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。 

（３）  競争参加資格の確認申請書の提出 この公告に係る一般競争入札に

参加を希望する者は、令和８年４月２２日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）に競争参加資格の確認申請書を、北九州市教育委員会事務局学校教育

部事業調整課に提出しなければならない。 

（４）入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎西棟地下２階第二入札室 

  イ 日時 令和８年５月１１日午後２時 

（５）  郵送による場合の総合評価のための書類の提出期限 第１号アの場

所に書留郵便により、令和８年５月２１日午後５時までに必着のこと。 

（６）  入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎西棟地下２階第二入札室 

  イ 日時 令和８年５月２２日午後２時 

５ その他 

（１）  契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

（２）  入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条   

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５   

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３）  入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（４）  落札者の決定方法 
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 ア 落札候補者が提出した総合評価のための書類について、入札説明書に

示す総合評価の方法によって総合評価を行う。得られた総合評価点数の

最も高い者を落札者とする。 

 イ 詳しくは入札説明書による。 

（５）  契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

（７）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

   北九州市教育委員会事務局学校教育部事業調整課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２３６７ 

６ Summary  

（１）  Product and Quantity   

Providing AI-powered learning applications to Kitakyushu City schools  

（２）  Deadline of Tender (by hand)  

2:00p.m., May 22, 2026  

（３）  Deadline of Tender (by mail)  

5:00p.m., May 21, 2026  

（４） For further information, please contact :  Project Coordination 

Division, School Education Department, Board of Education, City of 

Kitakyushu,1-1 Otemachi, Kokurakita-ku, Kitakyushu-city 803-8510 Japan TEL 

093-582-2367  
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北九州市上下水道局管理規程第４号 
北九州市上下水道局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和８年４月１日 
               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝 

北九州市上下水道局会計規程の一部を改正する規程 
北九州市上下水道局会計規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第１２号

）の一部を次のように改正する。 
第３０条第１項本文中「。以下」を「。第１３７条において」に改め、「第

３３条の２」の次に「において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号

）第２４３条の２第１項」を加え、「又は収納の」を「若しくは収納又は支出

の」に、「公金徴収事務等受託者」を「指定公金事務取扱者」に改め、同条第

４項中「公金徴収事務等受託者」を「指定公金事務取扱者」に改める。 
第３１条の２第１項前段中「私人に委託する」を「指定公金事務取扱者に行

わせる」に改め、同項後段中「委託しようとする私人」を「指定しようとする

者」に改め、同条第２項中「の規定により委託を受けた者」を「に規定する還

付金の支払の事務を行う指定公金事務取扱者」に改め、同条第７項中「私人に

委託した」を「指定公金事務取扱者に行わせた」に、「当該委託」を「当該支

払」に改める。 
第３６条の２を次のように改める。 

第３６条の２ 削除 
 第４７条第１項本文中「支払人とする小切手を振り出して行わなければなら

ない」を「して支払をさせるものとする」に改め、同項ただし書を削る。 
   付 則 
 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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北九州市上下水道局告示第１１号 
 北九州市下水道条例（昭和３９年北九州市条例第３９号）第８条に規定する

排水設備指定工事店を次のとおり指定した。 
  令和８年４月１日 
               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝  

指定番号 
工事店名 
代表者 

所在地 指定の有効期間 

１０７２ 
有限会社新北建設 
藤田慶太朗 

門司区大字畑２２９

２－６ 

令和８年４月１日か

ら令和１２年５月３

１日まで 

６１７１ 
古川管工 
古川謙二 

八幡西区船越一丁目

１０番２３号 

令和８年４月１日か

ら令和１２年５月３

１日まで 
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北九州市上下水道局告示第１２号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２７条ただし書の規定によ 

り、北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の収 

納及び支払事務の一部を取り扱わせるための出納取扱金融機関を、次のとおり 

指定した。 

  令和８年４月１日 

               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝   

出納取扱 

金融機関 

取扱店舗 

 

所在地 

 

指定期間 

 

株式会社

福岡銀行 

北九州営業部 

 

北九州市小倉北区堺町 

二丁目２番１８号 

令和８年４月１日か

ら令和９年３月３１

日まで 
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収納取扱金融機関 取扱店舗 

株式会社みずほ銀行 

本店及び各支店（国内に所在す

る店舗に限る。） 

株式会社福岡銀行 

株式会社西日本シティ銀行 

株式会社北九州銀行 

福岡ひびき信用金庫 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社広島銀行 

株式会社伊予銀行 

株式会社筑邦銀行 

株式会社佐賀銀行 

株式会社十八親和銀行 

株式会社肥後銀行 

株式会社大分銀行 

株式会社もみじ銀行 

株式会社西京銀行 

株式会社福岡中央銀行 

株式会社豊和銀行 

株式会社南日本銀行 

遠賀信用金庫 

横浜幸銀信用組合 市内に所在する店舗（口座振替

による収納の事務については、

国内に所在する本店及び各支店

の店舗） 

朝銀西信用組合 市内に所在する店舗 

九州労働金庫 本店及び各支店（国内に所在す 

北九州市上下水道局告示第１３号 

 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２２条の２第３項の

規定により、次のとおり告示する。 

 この告示の日の前までに告示された収納取扱金融機関の指定（令和７年北九

州市上下水道局告示第１９号）は、廃止する。 

  令和８年４月１日 

                 北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝  
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北九州農業協同組合 る店舗に限る。） 

株式会社ゆうちょ銀行 

沖縄県を除く、九州内の株式会

社ゆうちょ銀行の本支店及び出

張所並びに株式会社ゆうちょ銀

行が銀行代理店契約を締結した

日本郵便株式会社の営業所（日

本郵便株式会社が業務を再委託

し た 者 の 施 設 を 含 む 。 以 下 同

じ。）（株式会社ゆうちょ銀行の

定める払込書により収納する場

合及び口座振替による収納の事

務については、国内の株式会社

ゆうちょ銀行の本支店及び出張

所並びに株式会社ゆうちょ銀行

が銀行代理店契約を締結した日

本郵便株式会社の営業所） 

株式会社りそな銀行 本店及び各支店（国内に所在す

る店舗における口座振替による

収納の事務に限る。） 楽天銀行株式会社 
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北九州市上下水道局告示第１４号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和８年４月１日 

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝   

指定番号 
工事店の 

名 称 
代表者 所在地 指定年月日 

Ｆ２６３ 宮島設備 宮島 健 

田川市大字伊

加利１９５５

番地２８ 

令 和 ８年 ４月 １

日  

Ｎ１９０ 古川管工 古川謙二 

八幡西区船越

一丁目１０番

２３号 

令 和 ８年 ４月 １

日  

Ｋ１２７ 
北九州管工株式

会社 
古里順二 

小倉北区愛宕

一丁目５番３

８号 

令 和 ８年 ４月 １

日  

Ｆ２６４ 
株式会社アクト

西日本 
佐藤孝治 

直方市大字植

木３０７０番

地１ 

令 和 ８年 ４月 １

日  
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北九州市上下水道局告示第１５号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２及び北九州市上 

下水道局会計規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第１２号）第３６条の 

２の規定により、北九州市上下水道局東部工事事務所及び北九州市上下水道局 

西部工事事務所における北九州市水道配管図及び北九州市給水戸番図の複写料 

金の徴収事務について、指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したの

で、地方公営企業法第３３条の２の規定において準用する地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４３条の２第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年４月１日 

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝   

指定公金事務取扱者 指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日 

委託期間 
名 称 住 所 

株式会社北

九州ウォー

ターサービ

ス 

北九州市小

倉北区浅野

三丁目８番

１号 

令和８年４

月１日 

令和８年４

月１日 

令和８年４月

１日から令和

９年３月３１日  
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北九州市上下水道局公告第４９号 

 北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程

（平成６年北九州市水道局管理規程第８号）第２条において準用する北九州市

建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規

則第５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を

令和８年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場

合を含む。）の規定により、北九州市上下水道局が発注する建設工事の請負契

約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する

者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の

審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和８年４月１日 

                      北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 
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 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 

  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 
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（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 

（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和８年１２月２９日から同月３１日までの日を除く。）の毎日午前９時から

午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類エ、オ、キ、ケ

からセまで及びチは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウ、エ、クからシまで及びツは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

ウ 使用印鑑届 

エ 委任状 

オ 建設業許可申請書の別表 

カ 印鑑証明書 

  キ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  ク 工事用機械器具調書 

  ケ 主観点による加点の辞退届 

  コ 北九州市内事業所等調書 

サ 保有作業船調書 

シ 舗装工事関係機械調書 

ス 社会的責任・社会貢献関係資料 

71

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp


セ 北九州市税に係る納税証明書 

   ソ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

タ 労働保険料納入証明書 

チ 社会保険等関係届出書 

ツ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和７年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和９年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年１２月に令

和９年度及び令和１０年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるの

で、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経理・資産活用課及び北九州市立文書館で

閲覧に供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経理・資産活用課 

    北九州市小倉北区大手町１番１号(小倉北区役所西棟４階) 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市上下水道局公告第５０号 

 北九州市上下水道局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の

資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第９号）第２

条において準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参

加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「

規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和８年度において

行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定

により、北九州市上下水道局が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、

地質調査業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以

下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資

格」という。）及び競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告す

る。 

  令和８年４月１日 

                   北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正
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な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和８年４月１日から同年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからエまで、

カ、コ及びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからカまで、クからコまで及びスは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 
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ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 印鑑証明書 

ク 業務経歴書 

ケ 技術者経歴書 

コ 北九州市内事業所等調書 

サ 北九州市税に係る納税証明書 

シ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

ス 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経理・資産活用課及び北九州市立文書館で

閲覧に供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経理・資産活用課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号（小倉北区役所西棟４階） 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市上下水道局公告第５１号 

 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条において準用する

北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平

成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定める

随時に行う受付を令和８年度において行うため、同条第３項（規則第９条にお

いて準用する場合を含む。）の規定により、北九州市上下水道局が発注する物

品の売買、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設

コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。）の一

般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必

要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札参加資格の審査

の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和８年４月１日 

               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝 

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和８年４月１日から同年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及
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びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和 

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経理・資産活用課及び北九州市立文書館で

閲覧に供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経理・資産活用課 
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  北九州市小倉北区大手町１番１号（小倉北区役所西棟４階） 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市交通局公告第１３号 

 北九州市交通局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平

成６年北九州市交通局管理規程第３号）第２条において準用する北九州市建設

工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和

８年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を

含む。）の規定により、北九州市交通局が発注する建設工事の請負契約の一般

競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要

な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の審査の申

請方法等を次のとおり公告する。 

  令和８年４月１日 

                          北九州市交通局長 中 島 尚 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 
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 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 

 （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 
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（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 

（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和８年１２月２９日から同月３１日までの日を除く。）の毎日午前９時から

午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類エ、オ、キ、ケ

からセまで及びチは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウ、エ、クからシまで及びツは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

ウ 使用印鑑届 

エ 委任状 

オ 建設業許可申請書の別表 

カ 印鑑証明書 

キ 給与支払報告書（総括表）の写し 

ク 工事用機械器具調書 

ケ 主観点による加点の辞退届 

コ 北九州市内事業所等調書 

サ 保有作業船調書 

シ 舗装工事関係機械調書 

ス 社会的責任・社会貢献関係資料 
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セ 北九州市税に係る納税証明書 

ソ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

タ 労働保険料納入証明書 

チ 社会保険等関係届出書 

ツ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和７年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和９年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年１２月に令

和９年度及び令和１０年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるの

で、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問い合わせ先 

    北九州市交通局総務経営課 

    北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 

83



北九州市交通局公告第１４号 

 北九州市交通局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格

及び審査等に関する規程（平成６年北九州市交通局管理規程第４号）第２条に

おいて準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者

の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「規則

」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和８年度において行う

ため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定によ

り、北九州市交通局が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査

業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争

入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」とい

う。）及び競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和８年４月１日 

                   北九州市交通局長 中 島 尚 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 
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    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

    エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和８年４月１日から同年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ 

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからエまで、

カ、コ及びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからカまで、クからコまで及びスは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 
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エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 印鑑証明書 

ク 業務経歴書 

ケ 技術者経歴書 

コ 北九州市内事業所等調書 

サ 北九州市税に係る納税証明書 

シ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

ス 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市交通局総務経営課 

  北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市交通局公告第１５号 

 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する

規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において準用する北九

州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７

年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定める随時

に行う受付を令和８年度において行うため、同条第３項（規則第９条において

準用する場合を含む。）の規定により、北九州市交通局が発注する物品の売買

、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設コンサル

タント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。）の一般競争入

札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格

（以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札参加資格の審査の申請方

法等を次のとおり公告する。 

  令和８年４月１日 

                   北九州市交通局長 中 島 尚   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和８年４月１日から同年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及

88

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp


びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

ケ 契約実績経歴書 

コ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和 

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市交通局総務経営課 
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北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市交通局公告第１６号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規

程（平成７年北九州市交通局管理規程第５号）第２条において準用する北九州

市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則

第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する北九州市契約規則（

昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項

の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年４月１日 

                             北九州市交通局長 中 島 尚 

１ 調達内容 

  （１） 購入品目及び予定数量 

   軽油 ３万２，０００リットル 

  （２） 購入物品の特質等 仕様書で定めるとおり 

  （３） 履行期間 令和８年４月２１日から同月３０日まで 

  （４） 納入場所 北九州市交通局若松営業所及び向田営業所 

（５） 今後購入が予想される数量及び入札公告予定時期 

  予定数量１０８万６，０００リットル 令和８年４月中旬頃 

（６） 入札方法 単位当たりの価格により行う。価格は軽油引取税を含む

ものとし、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった金額から軽油引取税を除いた金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。  

  （２） 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において

準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名

簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

    この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載
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されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和８年

４月８日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

    ア 場所 北九州市若松区東小石町３番１号 

       北九州市交通局総務経営課  

    イ 期間  この公告の日から令和８年４月１０日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から

午後４時３０分まで並びに同月１３日の午前９時から午前１１時３０分

まで及び午後１時から午後２時まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  前号アの場所において無償で交

付する。 

（３） 入札説明会 入札説明会は行わないものとする。 

  （４） 競争参加の申出書の提出  この公告に係る一般競争入札に参加を希

望する者は、令和８年４月８日までに競争参加の申出書を北九州市交通

局総務経営課に提出しなければならない。 

（５） 郵送による場合の入札書の受領期限  第１号アの場所に書留郵便に

より、令和８年４月１０日午後５時までに必着のこと。 

（６） 入札及び開札の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

              北九州市交通局４２会議室 

   イ 日時 令和８年４月１３日午後２時 

５ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア  言語 日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

    ア 入札保証金  入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、北九州市交通局契約規程（昭和３９年北九州市交通局管理規

程第５号。以下「契約規程」という。）において準用する契約規則第５

条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第７項第１号又

は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
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（３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

    ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

    ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

     北九州市交通局総務経営課 

     〒８０８－００１７ 北九州市若松区東小石町３番１号 

      電話 ０９３－７７１－８４０１ 

６ Summary 

（１） Product and Quantity  

   Gas Oil 

   Forecasted Quantity: 

   32,000ℓ   

（２） Deadline of Tender(by hand) 

   2:00p.m., April 13, 2026 

（３） Deadline of Tender(by mail) 

   5:00p.m., April 10, 2026 

（４） For further information, please contact: 

General Affairs and Management Division, Transportation Bureau, 

City of Kitakyushu, 

3-1 Higashikoishimachi, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-city 808-0017 

Japan TEL 093-771-8401 
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北九州市公営競技局管理規程第７号 
北九州市公営競技局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和８年４月１日 
               北九州市公営競技局長  宮 金   満 

北九州市公営競技局会計規程の一部を改正する規程 
北九州市公営競技局会計規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第２

８号 ) の一部を次のように改正する。 
第２６条第１項本文中「第３３条の２」の次に「において準用する地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項」を加える。 
第３３条第１項前段中「３３条の２」を「第３３条の２において準用する地

方自治法第２４３条の２第１項」に改め、「私人に」を削り、同項後段中「私

人」を「者」に改め、同条第２項中「私人に」を削る。 
第４８条第１項第３号中「（昭和２２年法律第６７号）」を削り、「規定す

る指定納付受託者」の次に「又は第３３条第１項に規定する事務の委託を受け

た者」を、「当該指定納付受託者」の次に「又は当該委託を受けた者」を加え

る。 
   付 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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北九州市公営競技局告示第１号 

 地方公営企業法第３３条の２において準用する地方自治法第２４３条の２第

１項の規定により、モーヴィわかまつにおける入場料の収納事務について指定

公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により

次のとおり告示する。 

  令和８年４月 1 日 

北九州市公営競技局長 宮 金 満 

指定公金事務取扱者 指 定 公 金 事

務 取 扱 者 と

し て 指 定 し

た日 

指 定 公 金 事

務 取 扱 者 に

公 金 事 務 を

委託した日 

委託期間 
名  称 住  所 

株 式 会 社 ボ

ーネルンド 

東 京 都 渋 谷

区 神 宮 前 一

丁 目 ３ 番 １

２号 

令 和 ８ 年 ４

月１日 

令 和 ８ 年 ４

月１日 

令和８年４月

１日から令和

１１年３月３

１日まで 
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北九州市公営競技局公告第３号 

 北九州市公営競技局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程

（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第９号）第２条において準用する北

九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九

州市規則第５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う

受付を令和８年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用

する場合を含む。）の規定により、北九州市公営競技局が発注する建設工事の

請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参

加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加

資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和８年４月１日 

                        北九州市公営競技局長 宮 金 満 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 
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 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 

  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 

97



（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 

（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和８年１２月２９日から同月３１日までの日を除く。）の毎日午前９時から

午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類エ、オ、キ、ケ

からセまで及びチは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウ、エ、クからシまで及びツは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

ウ 使用印鑑届 

エ 委任状 

オ 建設業許可申請書の別表 

カ 印鑑証明書 

  キ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  ク 工事用機械器具調書 

  ケ 主観点による加点の辞退届 

  コ 北九州市内事業所等調書 

サ 保有作業船調書 

シ 舗装工事関係機械調書 

ス 社会的責任・社会貢献関係資料 
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セ 北九州市税に係る納税証明書 

   ソ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

タ 労働保険料納入証明書 

チ 社会保険等関係届出書 

ツ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和７年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和９年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年１２月に令

和９年度及び令和１０年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるの

で、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問合せ先 

    北九州市公営競技局総務課 

    北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 

  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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北九州市公営競技局公告第４号 

 北九州市公営競技局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第８号）第２条において準

用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規

則（平成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に

定める随時に行う受付を令和８年度において行うため、同条第３項（規則第９

条において準用する場合を含む。）の規定により、北九州市公営競技局が発注

する物品の売買、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務

、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。

）の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する

者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札参加資格

の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和８年４月１日 

                 北九州市公営競技局長 宮 金 満     

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和８年４月１日から同年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及
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びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和 

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市公営競技局総務課 
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  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 

  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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北九州市公営競技局公告第５号 

 北九州市公営競技局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の

資格及び審査等に関する規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第１０

号）第２条において準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競

争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号

。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和８年度

において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。

）の規定により、北九州市公営競技局が発注する測量業務、建設コンサルタン

ト業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争

入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入

札参加資格」という。）及び競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとお

り公告する。 

  令和８年４月１日 

                     北九州市公営競技局長 宮 金 満 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正
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な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和８年４月１日から同年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからエまで、

カ、コ及びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからカまで、クからコまで及びスは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 
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ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 印鑑証明書 

ク 業務経歴書 

ケ 技術者経歴書 

コ 北九州市内事業所等調書 

サ 北九州市税に係る納税証明書 

シ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

ス 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市公営競技局総務課 

  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 

  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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